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○
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
九
十
七
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
十
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
非
常
用
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
構
造
方
法
は
、
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
九
十
六
号
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
告
示
（
第
一
号
ハ
を
除
く
。
）
中
「
付
室
」
と
あ
る
の
は
「
乗
降
ロ
ビ
ー
」
と
、

同
告
示
第
一
号
ハ
中
「
付
室
を
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ

ビ
ー
の
用
に
供
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
乗
降
ロ
ビ
ー
を
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
避
難
階
段
の

付
室
の
用
に
供
す
る
場
合
」
と
、
同
告
示
第
五
号
ロ
中
「
と
連
絡
す
る
室
の
う
ち
階
段
室
以
外
の
室
」
と
あ
る
の
は
「

と
連
絡
す
る
室
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


